
第２２期第２４回筑前海区漁業調整委員会次第 

 

 

 

 

１ 日 時  令和５年１１月２４日（金） １４：００～ 

 

２ 場 所   福岡県庁４階 漁業調整委員会室 

 

３ 議 題 

（１）福岡県資源管理方針の一部改正について（諮問） 

                                資料１ 

 

（２）特定水産資源の知事管理漁獲可能量の設定について（諮問） 

                                                                資料２ 

 

（３）ぼら囲いさし網漁業の許可方針について（協議） 

                                                                資料３ 

 

（４）潜水器漁業の新規許可について（協議） 

                                資料４ 

 

（５）その他 

 

４ 追加議題 

（１）雑魚かご漁業の新規許可について（協議） 

                                                            追加資料１ 
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資料１－２ 
（２２期２４回筑前漁調委）

（令和５年１１月２４日） 

 

令和５年 11 月 24 日 

福岡県筑前海区漁業調整委員会資料 

 

福岡県資源管理方針の一部改正について（諮問） 

 

水産振興課漁船漁業係 

【概要】 

・令和２年 12 月 1日に漁業法（昭和 24 年法律第 267 号、以下「法」という。）

が改正され、農林水産大臣は、改正後の漁業法に基づいた資源管理の方針を

示した資源管理基本方針を定め、今後、この資源管理基本方針に基づき、資

源管理が推進されることとなった。 

・本県においては、同法第 14条第１項の規定に基づき、本県の資源管理を行う

ための方針を示した「福岡県資源管理方針」を令和２年 12 月１日付けで策

定した。 

・今般、特定水産資源である「かたくちいわし対馬暖流系群」及び「うるめい

わし対馬暖流系群」の改正後の漁業法に基づいた資源管理が、令和６年１月

１日より始まるため、農林水産大臣が定める資源管理基本方針が改定される。

（令和 5年 12 月上旬改定予定） 

・これを受け、福岡県資源管理方針の一部を改正することについて、法第 14条

第４項の規定※に基づき筑前海区漁調委に諮問を行うもの。 

 ※法第 14 条第４項：都道府県知事は、都道府県資源管理方針を定めようとする（変更しようとする）

ときは関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。 

  

【福岡県資源管理方針の改正内容について】 

・特定水産資源については魚種別に具体的な資源管理方針を定めており、既に

改正後の漁業法に基づく管理が始まっている特定水産資源については、別紙

1-1 から 1-6 までに、その具体的な資源管理方針を定めている。 

・今般、「かたくちいわし対馬暖流系群」および「うるめいわし対馬暖流系群」

についても、別紙 1-7、1-8にてその具体的な管理方針を定めることとしたい。 

 

【別紙】 

・資料 1-3 福岡県資源管理方針改正案 

・資料 1-4 資源管理基本方針告示案 

・資料 1-5 参考資料 
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資料１－３ 
（22 期第 24 回筑前漁調委） 
（令和 5 年 1 1 月 2 4 日）  

福岡県資源管理方針  
〔制定 令和２年１２月１日〕 

最終改正 令和５年○○月○○日  
 

 
第１ 資源管理に関する基本的な事項  

１ 漁業の状況  
本県の水産業は、平成 30 年の生産量で 7.0 万トン、生産額は 295 億円にのぼり、全

国的には中位に位置している。また、漁業就業者数は、約４千人であり、多くの沿岸

地域においては、水産業は中核的な産業となっている。このように水産業は、本県の

均衡ある発展を図るためにも極めて重要な産業であり、今後とも水産業の発展を図っ

ていくためには、水産資源を適切に管理し、合理的に利用していくことが必要である。  
２ 本県の責務  

本県は、漁業法（以下「法」という。）第６条の規定に基づき、国とともに、資源管

理を適切に実施する責務を有する。このため、国と協力しつつ、本県の管轄する水面

の資源調査、資源評価及び資源管理を行うとともに、法第 10 条第１項の規定に基づき、

必要と認めるときは、農林水産大臣に対し、資源評価が行われていない水産資源につ

いて資源評価の要請を行うものとする。  
第２ 特定水産資源ごとの知事管理区分  

知事管理区分は、特定水産資源ごとに漁獲量の管理を行うため、知事が設定する管

理区分であり、管理区分ごとに少なくとも以下の事項を定めるものとする。  
（１）水域  
（２）対象とする漁業 
（３）漁獲可能期間  

第３ 特定水産資源ごとの漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準  
１ 漁獲可能量  

  漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準は、漁獲実績を基礎とし、当該特定水産

資源を漁獲対象とする漁業の実態その他の事情を勘案して、特定水産資源ごとに定め

ることとする。  
  ２ 留保枠の設定  

  年によって異なる漁場形成の変動や想定外の来遊等に対応するため、特定水産資源

ごとに漁獲可能量に留保枠を設けることができることとする。  
３ 数量の融通  

  年によって異なる漁場形成の変動や想定外の来遊等により生じる、それぞれの知事

管理区分に配分した数量の過不足が、漁業者及び関連業者に与える影響を緩和するた

め、上記１及び２の規定に基づく配分後の関係団体による要望及び知事管理区分ごと

の知事管理漁獲可能量の消化状況を踏まえて、知事管理区分間における数量の融通を

可能な範囲で行い、それぞれの知事管理区分に配分することで、当該影響の緩和に努

めるものとする。  
第４ 知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法  

知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法は、漁獲割当てによる管理を基本とする。

それ以外の知事管理区分については、漁獲量の総量の管理を行うが、科学的知見の蓄

積、漁獲量等の報告体制の整備等が整ったものから、順次、漁獲割当てによる管理に

移行するものとする。 
第５ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項  
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１ 特定水産資源  

  特定水産資源については、資源管理基本方針（令和２年農林水産省告示第 1982 号）

に即して、当該特定水産資源ごとの資源管理の目標の達成に効果があると認める場合

には、小型魚の漁獲を避けるための網目等の漁具の制限等、漁獲可能量による管理以

外の管理手法を活用し、漁獲可能量による管理と組み合わせて資源管理を行うものと

する。  
  また、当該特定水産資源の採捕をする者による法第 124 条第１項の協定の締結を促

進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる当該

協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の福岡県知事

への報告が行われるよう指導を行うものとする。  
２ 特定水産資源以外の水産資源  

  特定水産資源以外の水産資源については、資源管理基本方針に即して、当該水産資

源ごとの資源管理の目標の達成に向け、最新の資源評価及び漁獲シナリオにより導か

れる漁獲圧力の管理を適切に行うために、必要と考えられる資源管理の手法による管

理を組み合わせて、資源管理を行うものとする。  
  法第 11 条第２項第２号の資源管理の目標を定めるに当たって必要な資源評価が行

われていない場合には、当該資源評価が行われるまでの間は、利用可能な最新の科学

的知見を用いて資源管理の方向性を設定することとする。  
  また、当該特定水産資源以外の水産資源の採捕をする者による法第 124 条第１項の

協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当該協定に参加している者

自らによる当該協定の実施状況の定期的な検証及び取組内容の改良並びにこれらの結

果の福岡県知事への報告が行われるよう指導を行うものとする。  
 ３ 漁業者自身による自主的な取組  
   福岡県知事は、漁業者による法第 124 条第１項の協定の締結を促進し、認定した協

定を公表するとともに、当該協定に参加している者自らによる当該協定の実施状況の

定期的な検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の福岡県知事への報告が行われ

るよう指導を行うものとする。 
第６ その他資源管理に関する重要事項  

１ 漁獲量等の情報の収集  
（１）漁獲量や漁獲状況に関する情報は、資源状況や環境変動が資源に与える影響等

を把握するために有益であり、資源評価の精度を上げるために重要である。また、

資源管理措置の遵守状況のモニタリング等、適切な資源管理を行うためにも重要で

ある。  
（２）漁獲量等の情報は、法第 26 条第１項又は第 30 条第１項の規定による漁獲可能

量による管理として行うもののほか、知事許可漁業の許可を受けた者による資源管

理の状況等の報告（法第 58 条において準用する法第 52 条第１項）、漁業権者によ

る資源管理の状況等の報告（法第 90 条第１項）においても報告が義務付けられてい

る。これらの報告により収集した情報を農林水産大臣へ報告し、農林水産大臣及び

福岡県知事が相互に漁獲量等の情報を共有することにより適切な資源管理に向けて

これらの情報を活用していくこととする。  
（３）また、これらの報告による漁獲量等の情報の収集の重要性を踏まえて、より迅

速かつ効率的に情報を収集することができるよう、国と連携しつつ、漁業者や漁業

協同組合、市場等から漁獲量等の情報を電子的に収集・蓄積するシステムの構築を

進めるとともに、データを一元的に集約し、用途に応じて編集・処理することで適

切な資源管理に向けてこれらの情報の活用が図られるようにする。  
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２ 資源管理の進め方  

   新たな資源管理の推進に当たっては、漁業者その他の関係者の理解と協力を得た上

で、着実に実行していくものとする。  
 ３ 種苗放流等の取組  
   種苗生産・放流・育成管理（以下「種苗放流等」という。）の取組は、資源管理の一

環として実施することから、対象となる水産資源の資源評価を踏まえ、その効果を検

証することとする。  
   新たに種苗放流等を実施する水産資源については、資源水準の回復にその取組の有

効性が認められる場合に、適切な資源管理措置と併せて種苗放流等を実施することと

し、当該水産資源の資源評価を踏まえ、その効果を検証することとする。  
 これまで種苗放流等を実施してきた水産資源については、種苗放流等の効果の検証

の結果、その取組の有効性が認められるものであって、その造成の目的を達成してい

ないものは、適切な資源管理措置と併せて種苗放流等を実施することとする。  
   なお、当該検証の結果、当該水産資源の造成の目的を達成したものやその効果の認

められないものは、種苗放流等について慎重に検討することとする。 
 ４ 遊漁者に対する指導 
   遊漁者に対し、資源管理基本方針及び福岡県資源管理方針に基づく資源管理の実施

について協力するよう指導するものとする。 
第７ 福岡県資源管理方針の検討  

法第 14 条第８項に定める場合のほか、直近の資源評価、最新の科学的知見、漁業の

動向その他の事情を勘案して、おおむね５年ごとに、この資源管理方針についての検

討を行うとともに、この資源管理方針に記載されている個別の水産資源についても少

なくとも５年ごとに見直しを行うものとする。  
第８ 個別の水産資源についての具体的な資源管理方針  

  特定水産資源についての具体的な資源管理方針は「別紙１－１ まあじ」から「別

紙１－８ うるめいわし対馬暖流系群」までに、法第  11 条第２項第２号の資源管理

の目標を定めるに当たって必要な資源評価が行われていない水産資源の資源管理の方

向性は「別紙２－１ まだい日本海西部・東シナ海系群」から「別紙２－13 がざみ

福岡県海域（有明海）」までに、それぞれ定めるものとする。  
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（別紙１－１） 
第１ 特定水産資源  

まあじ  
第２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等  

福岡県まあじ知事管理区分  
⑴ 当該知事管理区分を構成する事項  

当該知事管理区分を構成する事項は、次のとおりとする。  
① 水域  

②の対象とする漁業が、まあじの採捕を行う水域  
② 対象とする漁業  

福岡県に住所又は主たる事務所その他の事業所の所在地がある者がまあじを採捕

  する漁業（大臣管理区分を除く。）  
③ 漁獲可能期間  

周年  
⑵ 漁獲量の管理の手法等  

当該知事管理区分における管理の手法は、現行の水準以上に漁獲量を増加させない

管理とし、漁獲量等の報告期限は、陸揚げした日からその属する月の翌月 10 日までと

する。  
第３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準  

全量を福岡県まあじ知事管理区分に配分する。  
第４ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項  

中型まき網漁業（法第 57 条第１項の農林水産省令で定める漁業のうち中型まき網を

いう。以下同じ。）においては、漁獲可能量による管理以外の手法として、漁獲努力

量による管理を合わせて行うこととする。この場合における当該漁業に係る漁獲努力

量の上限は、次の表の左欄に掲げる漁業の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる

とおりとする。 
漁業の種類  漁獲努力量（単位：隻日）  

中型まき網漁業  664 隻日  
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（別紙１－２） 
第１ 特定水産資源  

まいわし対馬暖流系群  
第２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等  

福岡県まいわし知事管理区分  
⑴ 当該知事管理区分を構成する事項  

当該知事管理区分を構成する事項は、次のとおりとする。  
① 水域  

②の対象とする漁業が、まいわし対馬暖流系群の採捕を行う水域  
② 対象とする漁業  

福岡県に住所又は主たる事務所その他の事業所の所在地がある者がまいわし対馬

  暖流系群を採捕する漁業（大臣管理区分を除く。）  
③ 漁獲可能期間  

周年  
⑵ 漁獲量の管理の手法等  

当該知事管理区分における管理の手法は、現行の水準以上に漁獲量を増加させない

管理とし、漁獲量等の報告期限は、陸揚げした日からその属する月の翌月 10 日までと

する。  
第３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準  

全量を福岡県まいわし知事管理区分に配分する。  
第４ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項  

中型まき網漁業においては、漁獲可能量による管理以外の手法として、漁獲努力量

による管理を合わせて行うこととする。この場合における当該漁業に係る漁獲努力量

の上限は、次の表の左欄に掲げる漁業の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げると

おりとする。 
漁業の種類  漁獲努力量（単位：隻日）  

中型まき網漁業  664 隻日  
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（別紙１－３） 
第１ 特定水産資源  

くろまぐろ（小型魚）  
第２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等  

福岡県くろまぐろ（小型魚）知事管理区分  
⑴ 当該知事管理区分を構成する事項  

当該知事管理区分を構成する事項は、次のとおりとする。  
① 水域  

中西部太平洋条約海域（漁業の許可及び取締り等に関する省令（昭和 38 年農林省

令第５号）第１条第１項第 1 号に掲げる海域をいう。）  
② 対象とする漁業  

福岡県に住所又は主たる事務所その他の事業所の所在地がある者が行う沿岸くろ

  まぐろ漁業（日本海・九州西広域漁業調整委員会指示に掲げる漁業をいう。）及び

  くろまぐろ（小型魚）を採捕する漁業（大臣管理区分を除く。）  
③ 漁獲可能期間  

周年  
⑵ 漁獲量の管理の手法等  

当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲量の総量の管理とし、漁獲量等の報

告期限は、次のとおりとする。 
① 当該管理年度中（②に規定する場合を除く。）  

陸揚げした日からその属する月の翌月 10 日まで  
② 知事が法第 31 条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日まで（漁獲

    可能量の追加配分等により当該知事管理区分の漁獲量の総量が当該知事管理漁獲

   可能量を超えるおそれがなくなったと認めるときは、この限りではない。）  
陸揚げした日から３日以内（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91

号）第１条第１項に規定する行政機関の休日は算入しない。）  
第３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準  

本県において漁獲されるくろまぐろはわずかであることから、採捕の種類別、海域

別又は期間別の数量は定めないこととし、全量を福岡県くろまぐろ（小型魚）知事管

理区分に配分する。  
第４ その他資源管理に関する重要事項  
   知事管理区分の漁獲量の公表について、法 31 条に定める場合に該当するか否かにつ

いては、当該知事管理区分の漁獲量が当該知事管理漁獲可能量の７割を超えるときを

基準として、漁獲量の推移に応じて判断する。  
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（別紙１－４） 
第１ 特定水産資源  

くろまぐろ（大型魚）  
第２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等  

福岡県くろまぐろ（大型魚）知事管理区分  
⑴ 当該知事管理区分を構成する事項  

当該知事管理区分を構成する事項は、次のとおりとする。  
① 水域  

中西部太平洋条約海域（漁業の許可及び取締り等に関する省令（昭和 38 年農林省

令第５号）第１条第１項第 1 号に掲げる海域をいう。）  
② 対象とする漁業  

福岡県に住所又は主たる事務所その他の事業所の所在地がある者が行う沿岸くろ

  まぐろ漁業（日本海・九州西広域漁業調整委員会指示に掲げる漁業をいう。）及び

  くろまぐろ（大型魚）を採捕する漁業（大臣管理区分を除く。）  
③ 漁獲可能期間  

周年  
⑵ 漁獲量の管理の手法等  

当該知事管理区分における管理の手法は、漁獲量の総量の管理とし、漁獲量等の  
報告期限は、次のとおりとする。 
① 当該管理年度中（②に規定する場合を除く。）  

陸揚げした日からその属する月の翌月 10 日まで  
② 知事が法第 31 条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日まで（漁獲

   可能量の追加配分等により当該知事管理区分の漁獲量の総量が当該知事管理漁獲可

   能量を超えるおそれがなくなったと認めるときは、この限りではない。）  
陸揚げした日から３日以内（行政機関の休日に関する法律第１条第１項に規定す

る行政機関の休日は算入しない。）  
第３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準  

本県において漁獲されるくろまぐろはわずかであることから、採捕の種類別、海域

別又は機関別の数量は定めないこととし、全量を福岡県くろまぐろ（大型魚）知事管

理区分に配分する。  
第４ その他資源管理に関する重要事項  
   知事管理区分の漁獲量の公表について、法 31 条に定める場合に該当するか否かにつ

いては、当該知事管理区分の漁獲量が当該知事管理漁獲可能量の７割を超えるときを

基準として、漁獲量の推移に応じて判断する。  
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（別紙１－５） 
第１ 特定水産資源  

するめいか  
第２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等  

福岡県するめいか知事管理区分  
⑴ 当該知事管理区分を構成する事項  

当該知事管理区分を構成する事項は、次のとおりとする。  
① 水域  

②の対象とする漁業が、するめいかの採捕を行う水域  
② 対象とする漁業  

福岡県に住所又は主たる事務所その他の事業所の所在地がある者がするめいかを

  採捕する漁業（大臣管理区分を除く。）  
③ 漁獲可能期間  

周年  
⑵ 漁獲量の管理の手法等  

当該知事管理区分における管理の手法は、現行の水準以上に漁獲量を増加させない

管理とし、漁獲量等の報告期限は、陸揚げした日からその属する月の翌月 10 日までと

する。  
第３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準  

全量を福岡県するめいか知事管理区分に配分する。  
第４ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項  

漁獲可能量による管理以外の手法として、漁獲努力量による管理を合わせて行うこ

ととする。この場合における当該漁業に係る漁獲努力量の上限は、資源管理方針策定

時の本県筑前海海域における漁船登録数である 2,102 隻とする。 
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（別紙１－６） 
第１ 特定水産資源  

まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群 
第２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等  

福岡県まさば及びごまさば知事管理区分  
⑴ 当該知事管理区分を構成する事項  

当該知事管理区分を構成する事項は、次のとおりとする。  
① 水域  

②の対象とする漁業が、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群の採捕を

行う水域 
② 対象とする漁業  

福岡県に住所又は主たる事務所その他の事業所の所在地がある者がまさば対馬 

 暖流系群及びごまさば東シナ海系群を採捕する漁業（大臣管理区分を除く。）  
③ 漁獲可能期間  

周年  
⑵ 漁獲量の管理の手法等  

当該知事管理区分における管理の手法は、現行の水準以上に漁獲量を増加させない

管理とし、漁獲量等の報告期限は、陸揚げした日からその属する月の翌月 10 日までと

する。  
第３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準  

全量を福岡県まさば及びごまさば知事管理区分に配分する。  
第４ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項  

中型まき網漁業においては、漁獲可能量による管理以外の手法として、漁獲努力量

による管理を合わせて行うこととする。この場合における当該漁業に係る漁獲努力量

の上限は、次の表の左欄に掲げる漁業の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げると

おりとする。 
 

漁業の種類  漁獲努力量（単位：隻日）  
中型まき網漁業  664 隻日  
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（別紙１－７） 
第１ 特定水産資源  

かたくちいわし対馬暖流系群（体色が銀色のものをいう。以下この別紙の第２から 

第３において同じ。） 

第２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等  
福岡県かたくちいわし知事管理区分  

⑴ 当該知事管理区分を構成する事項  
当該知事管理区分を構成する事項は、次のとおりとする。  

① 水域  
②の対象とする漁業が、かたくちいわし対馬暖流系群の採捕を行う水域  

② 対象とする漁業  
福岡県に住所又は主たる事務所その他の事業所の所在地がある者がかたくちいわ

 し対馬暖流系群を採捕する漁業（大臣管理区分を除く。）  
③ 漁獲可能期間  

周年  
⑵ 漁獲量の管理の手法等  

当該知事管理区分における管理の手法は、現行の水準以上に漁獲量を増加させない

管理とし、漁獲量等の報告期限は、陸揚げした日からその属する月の翌月 10 日までと

する。  
第３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準  

全量を福岡県かたくちいわし知事管理区分に配分する。  
第４ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項  

漁獲可能量による管理以外の手法として、漁獲努力量による管理を合わせて行うこ

ととする。この場合における当該漁業に係る漁獲努力量の上限は、資源管理方針策定

時の本県筑前海海域における漁船登録数である 2,102 隻とする。 
第５ その他資源管理に関する重要事項 

資源管理基本方針（令和２年農林水産省告示第 1982 号）の本則の第１の２（５）に

 定めるステップアップ管理を行う。  
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（別紙１－８） 
第１ 特定水産資源  

うるめいわし対馬暖流系群 
第２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等  

福岡県うるめいわし知事管理区分  
⑴ 当該知事管理区分を構成する事項  

当該知事管理区分を構成する事項は、次のとおりとする。  
① 水域  

②の対象とする漁業が、うるめいわし対馬暖流系群の採捕を行う水域  
② 対象とする漁業  

福岡県に住所又は主たる事務所その他の事業所の所在地がある者がうるめいわ 

 し対馬暖流系群を採捕する漁業（大臣管理区分を除く。）  
③ 漁獲可能期間  

周年  
⑵ 漁獲量の管理の手法等  

当該知事管理区分における管理の手法は、現行の水準以上に漁獲量を増加させない

管理とし、漁獲量等の報告期限は、陸揚げした日からその属する月の翌月 10 日までと

する。  
第３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準  

全量を福岡県うるめいわし知事管理区分に配分する。  
第４ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項  

中型まき網漁業においては、漁獲可能量による管理以外の手法として、漁獲努力量

による管理を合わせて行うこととする。この場合における当該漁業に係る漁獲努力量

の上限は、次の表の左欄に掲げる漁業の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げると

おりとする。 
 

漁業の種類  漁獲努力量（単位：隻日）  
中型まき網漁業  664 隻日  

 
第５ その他資源管理に関する重要事項 

資源管理基本方針（令和２年農林水産省告示第 1982 号）の本則の第１の２（５）に

 定めるステップアップ管理を行う。  
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改正案 現行方針 
福岡県資源管理方針 

第１～第７（略） 
 
第８ 個別の水産資源についての具体的な資源管理方針 

  特定水産資源についての具体的な資源管理方針は「別紙１－１ ま

あじ」から「別紙１－８ うるめいわし対馬暖流系群」までに、法第 
11 条第２項第２号の資源管理の目標を定めるに当たって必要な資源

評価が行われていない水産資源の資源管理の方向性は「別紙２－１ 

まだい日本海西部・東シナ海系群」から「別紙２－13 がざみ福岡県

海域（有明海）」までに、それぞれ定めるものとする。 
 
 
 
（別紙１－１）～（別紙１－６）（略） 
 
（別紙１－７） 
第１ 特定水産資源 

かたくちいわし対馬暖流系群（体色が銀色のものをいう。以下この別

紙の第２から第３において同じ。） 

第２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等 
福岡県かたくちいわし知事管理区分 

⑴ 当該知事管理区分を構成する事項 
当該知事管理区分を構成する事項は、次のとおりとする。 

① 水域 
②の対象とする漁業が、かたくちいわし対馬暖流系群の採捕を行

う水域 
② 対象とする漁業 

福岡県資源管理方針 
第１～第７（略） 
 
第８ 個別の水産資源についての具体的な資源管理方針 

  特定水産資源についての具体的な資源管理方針は「別紙１－１ ま

あじ」から「別紙１－６ まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海

系群」までに、法第 11 条第２項第２号の資源管理の目標を定めるに

当たって必要な資源評価が行われていない水産資源の資源管理の方

向性は「別紙２－１ まだい日本海西部・東シナ海系群」から「別紙

２－13 がざみ福岡県海域（有明海）」までに、それぞれ定めるものと

する。 
 
 
（別紙１－１）～（別紙１－６）（略） 

 
（新設） 

-
1
4
-



福岡県に住所又は主たる事務所その他の事業所の所在地がある者

がかたくちいわし対馬暖流系群を採捕する漁業（大臣管理区分を除

く。） 
③ 漁獲可能期間 

周年 
⑵ 漁獲量の管理の手法等 

当該知事管理区分における管理の手法は、現行の水準以上に漁獲量

を増加させない管理とし、漁獲量等の報告期限は、陸揚げした日からそ

の属する月の翌月10日までとする。 
第３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準 

全量を福岡県かたくちいわし知事管理区分に配分する。 
第４ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項 

漁獲可能量による管理以外の手法として、漁獲努力量による管理を

合わせて行うこととする。この場合における当該漁業に係る漁獲努力

量の上限は、資源管理方針策定時の本県筑前海海域における漁船登録

数である2,102 隻とする。 
第５ その他資源管理に関する重要事項 

資源管理基本方針（令和２年農林水産省告示第1982 号）の本則の第

１の２（５）に定めるステップアップ管理を行う。 

 
（別紙１－８） 
第１ 特定水産資源 

うるめいわし対馬暖流系群 
第２ 知事管理区分及び知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等 

福岡県うるめいわし知事管理区分 
⑴ 当該知事管理区分を構成する事項 

当該知事管理区分を構成する事項は、次のとおりとする。 
① 水域 

-
1
5
-



②の対象とする漁業が、うるめいわし対馬暖流系群の採捕を行う

水域 
② 対象とする漁業 

福岡県に住所又は主たる事務所その他の事業所の所在地がある者

がうるめいわし対馬暖流系群を採捕する漁業（大臣管理区分を除

く。） 
③ 漁獲可能期間 

周年 
⑵ 漁獲量の管理の手法等 

当該知事管理区分における管理の手法は、現行の水準以上に漁獲量

を増加させない管理とし、漁獲量等の報告期限は、陸揚げした日からそ

の属する月の翌月10日までとする。 
第３ 漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準 

全量を福岡県うるめいわし知事管理区分に配分する。 
第４  漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項 

中型まき網漁業においては、漁獲可能量による管理以外の手法とし

て、漁獲努力量による管理を合わせて行うこととする。この場合におけ

る当該漁業に係る漁獲努力量の上限は、次の表の左欄に掲げる漁業の

種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 
 

第５ その他資源管理に関する重要事項 

資源管理基本方針（令和２年農林水産省告示第1982 号）の本則の第

１の２（５）に定めるステップアップ管理を行う。 
 

漁業の種類 漁獲努力量（単位：隻日） 
中型まき網漁業 664隻日 

 

-
1
6
-
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- 2 - 

 

 

 

改 正 後 改 正 前 
  

第１ 資源管理に関する基本的な事項 第１ 資源管理に関する基本的な事項 

１（略） １（略） 

２ 資源管理に関する基本的な考え方 ２ 資源管理に関する基本的な考え方 

⑴～(4) （略） ⑴～(4) （略） 

(5) 漁獲可能量による管理の段階的導入（ステップアップ）の

考え方 

（新設） 

新たに特定水産資源に指定することが検討されている水産資

源については、その漁業関係者の中には、漁獲可能量による資

源管理に初めて取り組む者が相当程度存在し、速やかに的確な

漁獲量等の報告・収集を行う体制が十分確立されていない場合

や、管理年度内における漁獲量の推移等当該資源の漁業実態等

が十分に把握されていない場合がある。 

 

このような資源については、漁獲可能量による管理に係る全

ての取組（漁獲量の報告、漁獲可能量の配分、採捕の停止等の

命令等）を同時に導入するのではなく、取組を段階的に導入・

実施し、漁獲量等の報告体制の整備や、管理における課題の把

握・解決等を図っていくことが、当該資源の特性やその漁業実

態等に適合した漁獲可能量による管理を可能とし、その円滑な

実施を実現するために適切かつ効果的である。 

 

このため、上記のような資源について漁獲可能量による管理

を行う場合は、当該管理の導入後一定の間は、具体的なスケジ

ュールを示した上で、以下のとおり、管理の内容をステップ１

からステップ３までへと段階的に順次実施する管理（以下「ス

テップアップ管理」という。）をすることができるものとする
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。なお、ステップアップ管理を行う特定水産資源（以下「ステ

ップアップ管理対象資源」という。）は、別紙２において示す

こととする。 

① ステップ１  

ステップ１は、漁業者による法第30条に基づく漁獲量等

の報告体制並びに農林水産大臣及び都道府県知事による漁

獲量等に係る情報収集体制を確立するとともに、対象資源

の特性及び当該資源を利用する漁業の実態等を踏まえた管

理を実現するための課題を整理し、それらを解決するため

の取組を行う段階とする。なお、状況等によってはステッ

プ１の段階は省略することができることとする。   

 

ステップ１における取組の具体的な内容は以下のとおり

とし、資源管理の目標や漁獲可能量を設定する一方、都道

府県及び大臣管理区分に対する漁獲可能量の具体的な配分

数量の設定や法第33条に基づく採捕の停止等の命令（以下

「採捕停止命令等」という。）は行わないものの、ステッ

プ１の取組を適切に進める上で必要な助言、指導等を行う

ものとする。また、ステップ１の期間は１年間を想定し、

その後、ステップ２に移行する。 

 

ア 漁獲可能量による管理  

法第15条第１項第２号の都道府県別漁獲可能量及び同項

第３号の大臣管理漁獲可能量については、具体的な配分数

量は設定せず、同項第１号の漁獲可能量の内数として設定

することとする。ただし、都道府県及び大臣管理区分にお

ける管理を行う際の参考となる数量として、漁獲実績を基

礎とした配分基準その他の適当な配分基準に基づく数量を

算出し、当該数量を提示する。    

 

イ 漁獲可能量による管理以外の手法  

漁獲可能量による管理以外の管理手法による自主的な管

理を引き続き実施するとともに、利用可能な科学的知見を

基に、その効果を検証する。 
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ウ 資源調査及び資源評価  

収集された漁獲量等のデータは資源評価の改善に活用す

ることとする。 

 

② ステップ２  

ステップ２は、ステップ１の取組を継続しつつ、漁獲可能

量による管理について、法第15条第１項第２号の都道府県別

漁獲可能量及び同項第３号の大臣管理漁獲可能量の試行的な

配分等を行う段階とし、「試行水準」として設定することと

する。この場合において、都道府県及び大臣管理区分におけ

る管理を行う目安として、漁獲実績を基礎とした配分基準そ

の他の適当な配分基準に基づく数量を算出し、当該数量を提

示する。   

 

ステップ２において採捕停止命令等を行わないこととする

ものの、上記の目安となる数量を踏まえ、ステップ２の取組

を適切に進める上で必要な助言、指導等を行うとともに、ス

テップ３以降の取組に向けて採捕停止命令等の具体的な内容

やタイミング等について事前の検討を行うこととする。 

 

ステップ２の期間は２年間を想定し、この期間において、

漁業者による法第30条に基づく漁獲量等の報告体制並びに農

林水産大臣及び都道府県知事による漁獲量等に係る情報収集

体制を確立するとともに、対象資源の特性及び当該資源を利

用する漁業の実態等を踏まえた管理を実現するための課題解

決の取組について、十分に進展することを目指す。 

 

③ ステップ２からステップ３への移行  

ステップ１及びステップ２での取組について十分な進展が

あった場合に、ステップ３の取組を開始することとする。こ

のため、ステップ３の開始に先立ち、農林水産大臣は、ステ

ップ１及びステップ２における取組結果や、漁獲可能量の管

理の実施により収集された漁獲量等のデータに基づいて更新

された資源評価結果を基に、資源の状況と併せて、資源管理

の目標や漁獲シナリオ、漁獲可能量の配分基準、対象資源の
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特性及び当該資源を利用する漁業の実態等を踏まえた管理の

内容等について、その案を公表し、周知をした上で、本則第

８の１⑴に定める資源管理の方針に関する検討会を開催し、

漁業者や加工流通業者等に対して説明をし、その意見を聴く

ための機会を設けるものとする。 

④ ステップ３  

ステップ３は、資源管理に関する基本的な考え方及び③の

検討会を経た上で最終的に定められた新たな資源管理の目標

、漁獲シナリオ、配分基準等に基づき管理を行う段階であり

、ステップアップ管理対象資源でない特定水産資源と同様、

都道府県及び大臣管理区分への具体的な数量の配分や採捕停

止命令等を行うことができる段階とする。ただし、農林水産

大臣は、本則第９の規定にかかわらず、ステップ３の開始後

遅くとも３年後までに、直近の資源評価、最新の科学的知見

、漁業の動向、対象資源の特性及び当該資源を利用する漁業

の実態等を踏まえた管理の状況その他の事情を勘案して、資

源管理基本方針についての検討を行い、必要があると認める

ときは、これを変更することとする。 

 

当該資源管理基本方針の検討及び必要な変更をもって、ス

テップアップの考え方による管理は終了し、以降はステップ

アップ管理対象資源でない特定水産資源として管理を行う。 

 

第２～第12 （略） 

 

第２～第12 （略） 

（別紙２－２ くろまぐろ（大型魚）） （別紙２－２ くろまぐろ（大型魚）） 

第１～第４ （略） 第１～第４ （略） 

第５ 大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等 第５ 大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等 

大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等

は、次の１から５までに定めるとおりとする。 

大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等

は、次の１から５までに定めるとおりとする。 

１・２ （略） １・２ （略） 
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３ くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐろ漁業（漁獲割当てによ

る管理を行う管理区分） 

３ くろまぐろ（大型魚）かつお・まぐろ漁業（漁獲割当てによ

る管理を行う管理区分） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 漁獲量の管理の手法等 (2) 漁獲量の管理の手法等 

当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、漁獲割

当てによる管理とする。 

当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、漁獲割

当てによる管理とする。 

①・② （略） ①・② （略） 

③ 漁獲割当割合の有効期間 ③ 漁獲割当割合の有効期間 

二管理年度の期間 二つの管理年度の期間 

④ 漁獲割当割合の設定基準 ④ 漁獲割当割合の設定基準 

ア （略） ア （略） 

イ 申請者がそれぞれ申請した漁獲割当割合の合計が100パ

－セントを超える場合には、当該申請に係る船舶ごとに

、基準期間（漁獲割当割合の設定を行おうとする最初の

管理年度の前々管理年度12月末日までの３年間をいう。

ただし、当該期間に令和３管理年度が含まれる場合は、

当該管理年度の期間を除く２年間とする。以下この管理

区分において同じ。）における当該船舶のくろまぐろ（

大型魚）の漁獲量（当該期間に漁獲割当てによる管理が

行われていた場合には、年次漁獲割当量を超過した漁獲

量を除く。以下この管理区分において同じ。）に応じて

按分して得た割合及び船舶の数を基礎とし、採捕する者

の採捕の実態又は将来の見通し、漁業に関する法令に違

反する行為の違反の程度及び違反の回数等を勘案したウ

の基準に従って漁獲割当割合を設定するものとする。 

イ 申請者がそれぞれ申請した漁獲割当割合の合計が100パ

－セントを超える場合には、当該申請に係る船舶ごとに

、基準期間（漁獲割当割合の設定を行おうとする最初の

管理年度の前々管理年度12月末日までの３年間をいう。

以下この管理区分において同じ。）における当該船舶の

くろまぐろ（大型魚）の漁獲量（当該期間に漁獲割当て

による管理が行われていた場合には、年次漁獲割当量を

超過した漁獲量を除く。以下この管理区分において同じ

。）に応じて按分して得た割合及び船舶の数を基礎とし

、採捕する者の採捕の実態又は将来の見通し、漁業に関

する法令に違反する行為の違反の程度及び違反の回数等

を勘案したウの基準に従って漁獲割当割合を設定するも

のとする。 

ウ・エ （略）  ウ・エ （略）  

（削る） オ 漁獲割当割合の設定基準に従って令和６管理年度以降

の漁獲割当割合を設定する際に、漁業者による自主的な

取組として、試験的に船舶ごとに漁獲量を割り当てる手

法を組み合わせた管理が行われた令和３管理年度の漁獲

-
2
2
-



 

 

- 7 - 

 

量をどのように取り扱うかについて、当該管理年度終了

後速やかに検討を行い、令和４管理年度中に結論を得る

。 

⑤～⑨ （略） ⑤～⑨ （略） 

４・５ （略） ４・５ （略） 

第６～第９ （略） 

 

第６～第９ （略） 

（別紙２-４） さんま （別紙２-４） さんま 

第１～第５ （略） 第１～第５ （略） 

第６ 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等 第６ 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等 

１ 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 １ 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 

⑴ 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 ⑴ 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 

① 漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和２年（202

0年）から令和４年（2022年）までの漁獲実績の平均値に基

づく比率を用いて、各都道府県及び大臣管理区分に比例配

分する。 

① 漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、平成29年（201

7年）から令和元年（2019年）までの漁獲実績の平均値に基

づく比率を用いて、各都道府県及び大臣管理区分に比例配

分する。 

②・③ （略） ②・③ （略） 

⑵・⑶ （略） ⑵・⑶ （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

第７～９ （略） 第７～９ （略） 

 

（別紙２-５） まあじ （別紙２-５） まあじ 

第１・第２ （略） 第１・第２ （略） 

第３ 資源管理の目標 第３ 資源管理の目標 

まあじ資源は従来から太平洋系群と対馬暖流系群の２系群に

分けた資源評価が行われてきたが、どちらの系群も主要産卵場

は東シナ海の共通の水域であり、両系群が独立した系群である

と判別できないだけでなく、太平洋系群の資源水準を左右する

まあじ資源は従来から太平洋系群と対馬暖流系群の２系群に

分けた資源評価が行われてきたが、どちらの系群も主要産卵場

は東シナ海の共通の水域であり、両系群が独立した系群である

と判別できないだけでなく、太平洋系群の資源水準を左右する
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のは東シナ海からの加入群の多寡によるとも考えられている旨

、資源評価報告においても記載されている。 

このような特性から、まあじについては１つの系群として資

源評価を行う方向も検討中であることも踏まえ、令和６管理年

度のまあじ資源の管理に関しては、令和５管理年度に引き続き

、資源管理の目標、漁獲シナリオ、漁獲圧力及び生物学的漁獲

可能量は系群別に定めるものの、漁獲可能量は、両系群の生物

学的漁獲可能量の合計値の範囲内で一括して行うこととする。

なお、漁獲可能量の配分に際しては、太平洋系群への漁獲圧力

の増大を避けるためにも、過去の漁獲実績の比率に基づくこと

とする。 

のは東シナ海からの加入群の多寡によるとも考えられている旨

、資源評価報告においても記載されている。 

このような特性から、まあじについては１つの系群として資

源評価を行う方向も検討中であることも踏まえ、令和５管理年

度のまあじ資源の管理に関しては、令和４管理年度に引き続き

、資源管理の目標、漁獲シナリオ、漁獲圧力及び生物学的漁獲

可能量は系群別に定めるものの、漁獲可能量は、両系群の生物

学的漁獲可能量の合計値の範囲内で一括して行うこととする。

なお、漁獲可能量の配分に際しては、太平洋系群への漁獲圧力

の増大を避けるためにも、過去の漁獲実績の比率に基づくこと

とする。 

１・２ （略） １・２ （略） 

第４・第５ （略） 第４・第５ （略） 

第６ 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等 第６ 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等 

１ 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 １ 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 

⑴ 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 ⑴ 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 

漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和２年（2020

年）から令和４年（2022年）までの漁獲実績の平均値に基づ

く比率を用いて比例配分することを基礎とし、配分を受ける

者の間で別途の合意がある場合には、当該合意による数量を

用いて、配分量を算出する。 

漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、平成29年（2017

年）から令和元年（2019年）までの漁獲実績の平均値に基づ

く比率を用いて比例配分することを基礎とし、配分を受ける

者の間で別途の合意がある場合には、当該合意による数量を

用いて、配分量を算出する。 

⑵ （略） ⑵ （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

第７～第９ （略） 

 

第７～第９ （略） 

（別紙２-６） まいわし太平洋系群 （別紙２-６） まいわし太平洋系群 

第１～第３ （略） 第１～第３ （略） 

第４ 漁獲シナリオ 第４ 漁獲シナリオ 

１ 目標管理基準値に係る漁獲シナリオ １ 目標管理基準値に係る漁獲シナリオ 

-
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令和５年（2023年）の資源評価に基づき、親魚量が令和13年

（2031年）に、少なくとも50パーセントの確率で、第３の１の

目標管理基準値を上回る状態を維持するよう、漁獲圧力を調整

する。 

令和２年（2020年）の資源評価に基づき、親魚量が令和13年

（2031年）に、少なくとも50パーセントの確率で、第３の１の

目標管理基準値を上回る状態を維持するよう、漁獲圧力を調整

する。 

２ 漁獲圧力 ２ 漁獲圧力 

１の規定を踏まえたまいわし太平洋系群の漁獲圧力は、以下

のとおりとする。 

１の規定を踏まえたまいわし太平洋系群の漁獲圧力は、以下

のとおりとする。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 令和６年（2024年）及び令和７年（2025年）は、令和５年

（2023年）の資源評価の結果、直近の親魚量が目標管理基準

値を大きく上回っていることを踏まえ、最大持続生産量を達

成する漁獲圧力の水準に1.3を乗じた値とする。ただし、毎

年の資源評価の結果、当該期間及び令和８年（2024年）のい

ずれかの年の親魚量が、目標管理基準値を下回る場合には、

資源管理の方針に関する検討会を開催し、これを見直す。 

（新設） 

⑶ 令和８年（2026年）から令和13年（2031年）までは、以下

のとおりとする。 

⑵ 令和６年（2024年）から令和13年（2031年）までは、以下

のとおりとする。 

①～③ （略） ①～③ （略） 

３ （略） ３ （略） 

第５ （略） 第５ （略） 

第６ 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等 第６ 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等 

１ 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 １ 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 

⑴ 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 ⑴ 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 

① 漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和２年（202

0年）から令和４年（2022年）までの漁獲実績の平均値に基

づく比率を用いて、各都道府県及び大臣管理区分に比例配

分する。 

① 漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、平成29年（201

7年）から令和元年（2019年）までの漁獲実績の平均値に基

づく比率を用いて、各都道府県及び大臣管理区分に比例配

分する。 

②・③ （略） ②・③ （略） 

⑵・⑶ （略） ⑵・⑶ （略） 

-
2
5
-
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２～５ （略） ２～５ （略） 

第７～９ （略） 

 

第７～９ （略） 

（別紙２-７） まいわし対馬暖流系群 （別紙２-７） まいわし対馬暖流系群 

第１～第５ （略） 第１～第５ （略） 

第６ 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等 第６ 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等 

１ 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 １ 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 

⑴ 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 ⑴ 都道府県及び大臣管理区分への配分の基準 

漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、令和２年（2020

年）から令和４年（2022年）までの漁獲実績の平均値に基づ

く比率を用いて比例配分することを基礎とし、配分を受ける

者の間で別段の合意がある場合には、当該合意による数量を

用いて、配分量を算出する。 

漁獲可能量から国の留保を除いた数量を、平成29年（2017

年）から令和元年（2019年）までの漁獲実績の平均値に基づ

く比率を用いて比例配分することを基礎とし、配分を受ける

者の間で別段の合意がある場合には、当該合意による数量を

用いて、配分量を算出する。 

⑵ （略） ⑵ （略） 

 ２～４ （略）  ２～４ （略） 

第７～９ （略） 第７～９ （略） 

-
2
6
-



  

-
 
11
 
-
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（別紙２－39 かたくちいわし対馬暖流系群（ステップアップ管理対象資源）） 

第１ 特定水産資源 

特定水産資源の名称 かたくちいわし対馬暖流系群 

特定水産資源の定義 かたくちいわし対馬暖流系群のうち、体色が銀色のものをいう。以下この別紙

の第２から第７までにおいて同じ。 

第２ 管理年度 

１月１日から同年12月末日まで（ステップ１） 

第３ 資源管理の目標 

１ 目標管理基準値 68千トン（０歳及び１歳魚の最大持続生産量を達成するために必要な親魚量） 

２ 限界管理基準値 32千トン（最大持続生産量の60パーセントを達成するために必要な親魚量） 

３ 禁漁水準値 ４千トン（最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量） 

第４ 漁獲シナリオ 

１ 目標管理基準値に係る漁獲シナリオ 

令和４年（2022年）の資源評価に基づき、親魚量が令和16年（2034年）に、少なくとも50パーセント

の確率で、第３の１の目標管理基準値を上回るよう、漁獲圧力を調整する。 

-
2
8
-
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２ 漁獲圧力 

１の規定を踏まえたかたくちいわし対馬暖流系群の漁獲圧力は、以下のとおりとする。 

⑴ 親魚量の値が限界管理基準値を上回っている場合には、０歳及び１歳魚の最大持続生産量を達成す

る漁獲圧力の水準に0.9を乗じた値とする。 

⑵ 親魚量の値が限界管理基準値を下回っている場合には、当該親魚量の値から禁漁水準値を減じた値

を、限界管理基準値から禁漁水準値を減じた値で除すことにより算出した係数を⑴の規定に基づき算

出した値に乗じた値とする。 

⑶ ⑵の規定にかかわらず、親魚量の値が禁漁水準値を下回っている場合には、０とする。 

３ 漁獲可能量の算定方法 

生物学的漁獲可能量は、資源評価において示される当該管理年度の資源量に、２の規定に基づき算出

した漁獲圧力を乗じた値とし、漁獲可能量は当該値を超えない量とする。 

第５ 大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等 

大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等は、次の１及び２に定めるとおりとす

る。 

１ かたくちいわし対馬暖流系群大中型まき網漁業 

-
2
9
-
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⑴ 当該大臣管理区分に関する事項 

① 水域 

日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海並びに太平洋の海域（日本海、黄海、東シナ海及び南シナ

海を除く。）のうち宮崎県串間市都井岬灯台正南の線以西、北緯27度０分14秒の線以北の水域（外

国の領海及び排他的経済水域（大韓民国にあっては許可省令別表第５の11の項の上欄に掲げる区

域、中華人民共和国にあっては同表の12の項の上欄に掲げる区域）を除く。） 

② 漁業の種類 

大中型まき網漁業（許可省令第２条第７号に掲げる漁業をいう。以下この別紙において同じ。） 

③ 漁獲可能期間 

周年 

⑵ 漁獲量の管理の手法等 

① 当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、漁獲量の総量の管理とする。 

② 漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。 

ア 当該管理年度中（イに規定する場合を除く。） 

陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで 

-
3
0
-
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イ 農林水産大臣が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日までの期間（漁

獲可能量の追加配分等により当該大臣管理区分の漁獲量の総量が当該大臣管理漁獲可能量を超え

るおそれがなくなったと認められる期間を除く。） 

陸揚げした日から３日以内（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第１条第１

項に規定する行政機関の休日（以下この別紙において「行政機関の休日」という。）は算入しな

い。） 

２ かたくちいわし対馬暖流系群その他大臣許可漁業 

⑴ 当該大臣管理区分に関する事項 

① 水域 

オホーツク海、日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海並びに太平洋の海域（オホーツク海、日本

海、黄海、東シナ海及び南シナ海を除く。）のうち次のアからウまでに掲げる線以西の水域（外国

の領海及び排他的経済水域（大韓民国にあっては許可省令別表第５の11の項の上欄に掲げる区域、

中華人民共和国にあっては同表の12の項の上欄に掲げる区域）を除く。） 

ア 宮崎県と鹿児島県の最大高潮時海岸線における境界点から北緯31度25分29秒東経131度７分44

秒の点（イにおいて「Ａ点」という。）に至る直線 

-
3
1
-
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イ Ａ点から北緯31度13分３秒東経131度20分44秒の点（ウにおいて「Ｂ点」という。）に至る直

線 

ウ Ｂ点から正南の線 

② 漁業の種類 

大臣許可漁業のうち、大中型まき網漁業を除いたもの 

③ 漁獲可能期間 

周年 

⑵ 漁獲量の管理の手法等 

① 当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、漁獲量の総量の管理とする。 

② 漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。 

ア 当該管理年度中（イに規定する場合を除く。） 

陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで 

イ 農林水産大臣が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日までの期間（漁

獲可能量の追加配分等により当該大臣管理区分の漁獲量の総量が当該大臣管理漁獲可能量を超え

るおそれがなくなったと認められる期間を除く。） 

-
3
2
-



 

 

- 17 - 

 

陸揚げした日から３日以内（行政機関の休日は算入しない。） 

第６ 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等 

本則第１の３⑵のステップ２の取組を開始する際に定める。 

第７ 都道府県知事から農林水産大臣に報告する事項 

都道府県知事は、法第30条第２項の規定に基づき、規則第19条第３項において準用する規則第16条第

３項に定める方法により、知事管理区分における漁獲量の総量を次に掲げる期限までに報告するものと

する。なお、対象となる都道府県は、秋田県、山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県、京都府、兵

庫県、鳥取県、島根県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県及び沖縄県のうち、過去

に第５の２⑴①の水域において漁獲実績を有する又は今後漁獲が見込まれる都道府県とする。 

⑴ 当該管理年度中（⑵に規定する場合を除く。） 

陸揚げした日からその属する月の翌々月の10日まで 

⑵ 都道府県知事が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日までの期間（漁獲可

能量の追加配分等により知事管理区分の漁獲量の総量が当該知事管理漁獲可能量を超えるおそれがな

くなったと認められる期間を除く。） 

陸揚げした日から５日以内（行政機関の休日は算入しない。） 

-
3
3
-



 

 

- 18 - 

 

第８ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項 

１ 都道府県知事は、かたくちいわし対馬暖流系群のうち、しらす（かたくちいわし対馬暖流系群のう

ち、体色が銀色のもの以外のものをいう。以下この別紙において同じ。）を漁獲対象とする漁業につい

て、しらすを漁獲する漁獲努力量を現状より増加させないよう努める。 

２ 漁業者自身による自主的な資源管理の取組は引き続き重要であることから、農林水産大臣及び都道府

県知事は、漁業者による法第124条第１項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当

該協定に参加している者自らによる実施状況の検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の農林水産

大臣及び都道府県知事への報告が行われるよう指導を行うものとする。 

第９ その他資源管理に関する重要事項 

１ 本則第１の２(5)①のステップ１を令和６管理年度から開始する。同(5)②のステップ２は、令和７管

理年度から開始することを想定し、令和７管理年度中にステップ１及びステップ２の取組内容について

十分な進展があった場合に、令和８管理年度から同(5)④のステップ３を開始することを目指す。 

２ 本資源の再生産関係に鑑みて比較的高い水準の加入があったと考えられる場合の漁獲可能量の追加等

に係る規定について検討を行い、ステップ２の開始までに結論を得る。 

 

-
3
4
-
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（別紙２－40 うるめいわし対馬暖流系群（ステップアップ管理対象資源）） 

第１ 特定水産資源の名称 

うるめいわし対馬暖流系群 

第２ 管理年度 

１月１日から同年12月末日まで（ステップ１） 

第３ 資源管理の目標 

１ 目標管理基準値 54千トン（最大持続生産量を達成するために必要な親魚量） 

２ 限界管理基準値 18千トン（最大持続生産量の60パーセントを達成するために必要な親魚量） 

３ 禁漁水準値 ２千トン（最大持続生産量の10パーセントが得られる親魚量） 

第４ 漁獲シナリオ 

１ 目標管理基準値に係る漁獲シナリオ 

令和４年（2022年）の資源評価に基づき、親魚量が令和16年（2034年）に、少なくとも50パーセント

の確率で、第３の１の目標管理基準値を上回るよう、漁獲圧力を調整する。 

２ 漁獲圧力 

１の規定を踏まえたうるめいわし対馬暖流系群の漁獲圧力は、以下のとおりとする。 

-
3
5
-
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⑴ 親魚量の値が限界管理基準値を上回っている場合には、最大持続生産量を達成する漁獲圧力の水準

に0.8を乗じた値とする。 

⑵ 親魚量の値が限界管理基準値を下回っている場合には、当該親魚量の値から禁漁水準値を減じた値

を、限界管理基準値から禁漁水準値を減じた値で除すことにより算出した係数を⑴の規定に基づき算

出した値に乗じた値とする。 

⑶ ⑵の規定にかかわらず、親魚量の値が禁漁水準値を下回っている場合には、０とする。 

３ 漁獲可能量の算定方法 

生物学的漁獲可能量は、資源評価において示される当該管理年度の資源量に、２の規定に基づき算出

した漁獲圧力を乗じた値とし、漁獲可能量は当該値を超えない量とする。 

第５ 大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等 

大臣管理区分及び大臣管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等は、次の１及び２に定めるとおりとす

る。 

１ うるめいわし対馬暖流系群大中型まき網漁業 

⑴ 当該大臣管理区分に関する事項 

① 水域 

-
3
6
-
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日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海並びに太平洋の海域（日本海、黄海、東シナ海及び南シナ

海を除く。）のうち宮崎県串間市都井岬灯台正南の線以西、北緯27度０分14秒の線以北の水域（外

国の領海及び排他的経済水域（大韓民国にあっては許可省令別表第５の11の項の上欄に掲げる区

域、中華人民共和国にあっては同表の12の項の上欄に掲げる区域）を除く。） 

② 漁業の種類 

大中型まき網漁業（許可省令第２条第７号に掲げる漁業をいう。以下この別紙において同じ。） 

③ 漁獲可能期間 

周年 

⑵ 漁獲量の管理の手法等 

① 当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、漁獲量の総量の管理とする。 

② 漁獲量の報告に係る期限は、次のとおりとする。 

ア 当該管理年度中（イに規定する場合を除く。） 

陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで 

-
3
7
-
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イ 農林水産大臣が法第 31 条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日までの期間

（漁獲可能量の追加配分等により当該大臣管理区分の漁獲量の総量が当該大臣管理漁獲可能量を

超えるおそれがなくなったと認められる期間を除く。） 

陸揚げした日から３日以内（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第１条第１

項に規定する行政機関の休日（以下この別紙において「行政機関の休日」という。）は算入しな

い。） 

２ うるめいわし対馬暖流系群その他大臣許可漁業 

⑴ 当該大臣管理区分に関する事項 

① 水域 

オホーツク海、日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海並びに太平洋の海域（オホーツク海、日本

海、黄海、東シナ海及び南シナ海を除く。）のうち次のアからウまでに掲げる線以西の水域（外国

の領海及び排他的経済水域（大韓民国にあっては許可省令別表第５の11の項の上欄に掲げる区域、

中華人民共和国にあっては同表の12の項の上欄に掲げる区域）を除く。） 

ア 宮崎県と鹿児島県の最大高潮時海岸線における境界点から北緯31度25分29秒東経131度７分44

秒の点（イにおいて「Ａ点」という。）に至る直線 

-
3
8
-
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イ Ａ点から北緯31度13分３秒東経131度20分44秒の点（ウにおいて「Ｂ点」という。）に至る直

線 

ウ Ｂ点から正南の線 

② 漁業の種類 

大臣許可漁業のうち、大中型まき網漁業を除いたもの 

③ 漁獲可能期間 

周年 

⑵ 漁獲量の管理の手法等 

① 当該大臣管理区分における漁獲量の管理の手法は、漁獲量の総量の管理とする。 

② 漁獲量等の報告に係る期限は、次のとおりとする。 

ア 当該管理年度中（イに規定する場合を除く。） 

陸揚げした日からその属する月の翌月の10日まで 

イ 農林水産大臣が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日までの期間（漁

獲可能量の追加配分等により当該大臣管理区分の漁獲量の総量が当該大臣管理漁獲可能量を超え

るおそれがなくなったと認められる期間を除く。） 

-
3
9
-
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陸揚げした日から３日以内（行政機関の休日は算入しない。） 

第６ 漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区分への配分の基準等 

第１の３⑵のステップ２の取組が開始する際に定める。 

第７ 都道府県知事から農林水産大臣に報告する事項 

都道府県知事は、法第30条第２項の規定に基づき、規則第19条第３項において準用する規則第16条第

３項に定める方法により、知事管理区分における漁獲量の総量を次に掲げる期限までに報告するものと

する。なお、対象となる都道府県は、秋田県、山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県、京都府、兵

庫県、鳥取県、島根県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県及び沖縄県のうち、過去

に第５の２⑴①の水域において漁獲実績を有する又は今後漁獲が見込まれる都道府県とする。 

⑴ 当該管理年度中（⑵に規定する場合を除く。） 

陸揚げした日からその属する月の翌々月の10日まで 

⑵ 都道府県知事が法第31条の規定に基づく公表をした日から当該管理年度の末日までの期間（漁獲可

能量の追加配分等により知事管理区分の漁獲量の総量が当該知事管理漁獲可能量を超えるおそれがな

くなったと認められる期間を除く。） 

陸揚げした日から５日以内（行政機関の休日は算入しない。） 

-
4
0
-
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第８ 漁獲可能量による管理以外の手法による資源管理に関する事項 

漁業者自身による自主的な資源管理の取組は引き続き重要であることから、農林水産大臣及び都道府

県知事は、漁業者による法第124条第１項の協定の締結を促進し、認定した協定を公表するとともに、当

該協定に参加している者自らによる実施状況の検証及び取組内容の改良並びにこれらの結果の農林水産

大臣及び都道府県知事への報告が行われるよう指導を行うものとする。 

第９ その他資源管理に関する重要事項 

１ 本則第１の２(5)①のステップ１を令和６管理年度から開始する。同(5)②のステップ２は、令和７管

理年度から開始することを想定し、令和７管理年度中にステップ１及びステップ２の取組内容について

十分な進展があった場合に、令和８管理年度から同(5)④のステップ３を開始することを目指す。 

２ 本資源の再生産関係に鑑みて比較的高い水準の加入があったと考えられる場合の漁獲可能量の追加等

に係る規定について検討を行い、ステップ２の開始までに結論を得る。 

  

-
4
1
-



  

-
 
26
 
-
 

 

附 

則 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
紙
２
ー
39
及
び
別
紙
２
ー
40
の
改
正
規
定
は
、
令
和
六

年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
準
備
行
為
） 

第
二
条 

農
林
水
産
大
臣
は
、
別
紙
２
ー
39
及
び
別
紙
２
ー
40
の
特
定
水
産
資
源
に
係
る
漁
業
法
第
十
五
条
第
一
項
各
号
の

数
量
を
定
め
る
た
め
、
前
条
た
だ
し
書
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
水
産
政
策
審
議
会
の
意
見
又
は
関
係
す
る
都
道
府
県

知
事
の
意
見
（
同
項
第
二
号
の
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量
の
設
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。 
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資料２－２ 
（22期第 24 回筑前漁調委） 

（令和 5 年 11 月 24 日） 

 

令和５年 11 月 24 日 

福岡県筑前海区漁業調整委員会資料 

 

特定水産資源の知事管理漁獲可能量の設定について（諮問） 

 

水産振興課漁船漁業係 

 

【概要】 

・知事は、福岡県資源管理方針に即して、農林水産大臣から定められた都道府

県別漁獲可能量について、「知事管理漁獲可能量」を定めるものとなってい

る。 

・今般、令和６年１月１日より令和６管理年度が開始される「かたくちいわし

対馬暖流系群」、「うるめいわし対馬暖流系群」、「まあじ」及び「まいわし対

馬暖流系群」の知事管理漁獲可能量を定めることについて、法第 16 条第２

項の規定※に基づき筑前海区漁調委に諮問を行うもの。 

※法第 16 条第２項：都道府県知事は、知事管理漁獲可能量を定めようとする（変更しようとする）と

きは、関係海区漁業調整委員会に意見を聴かなければならない。 

 

【知事管理漁獲可能量の設定について】 

・福岡県資源管理方針で、「かたくちいわし対馬暖流系群」、「うるめいわし対

馬暖流系群」、「まあじ」、「まいわし対馬暖流系群」の都道府県別漁獲可能量

の知事管理区分への配分基準を下記のとおりとしている。 

〇都道府県別漁獲可能量の知事管理区分への配分基準 

かたくちいわし：全量を福岡県かたくちいわし知事管理区分に配分  

うるめいわし：全量を福岡県うるめいわし知事管理区分に配分 

まあじ：全量を福岡県まあじ知事管理区分に配分 

まいわし：全量を福岡県まいわし知事管理区分に配分 

・今回、対象魚種の令和６管理年度における都道府県別漁獲可能量は下表のと

おり示されたことから、福岡県資源管理方針に即し、「かたくちいわし」、

「うるめいわし」、「まあじ」及び「まいわし」の令和６管理年度の知事管理

漁獲可能量を下表のとおり設定することとしたい。 
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表 本県に定められた都道府県別漁獲可能量及び定めようとする知事管理漁獲可能量 

特定水産資源 管理年度 
都道府県別 

漁獲可能量 

知事管理漁獲可能量 

備考 
知事管理区分 

配分 

数量 

かたくちいわし

対馬暖流系群 

1/1～

12/31 

77,000 トン 

の内数 

福岡県かたくちいわし 

知事管理区分 

77,000 トン 

の内数 

漁業法第 16条第 1項に基づく

知事管理漁獲可能量の設定 

うるめいわし 

対馬暖流系群 

1/1～

12/31 

44,000 トン 

の内数 

福岡県うるめいわし 

知事管理区分 

44,000 トン 

の内数 

漁業法第 16条第 1項に基づく

知事管理漁獲可能量の設定 

まあじ 
1/1～

12/31 
現行水準 福岡県まあじ知事管理区分 現行水準 

漁業法第 16条第 1項に基づく

知事管理漁獲可能量の設定 

まいわし 

対馬暖流系群 

1/1～

12/31 
現行水準 

福岡県まいわし 

知事管理区分 
現行水準 

漁業法第 16条第 1項に基づく

知事管理漁獲可能量の設定 

 

【別紙】 

・資料 2-3 都道府県別漁獲可能量の当初配分の通知 
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資 料 ３ 
（２２期２４回筑前漁調委)

（令和５年１１月２４日） 
 

 
ぼら囲い刺し網漁業許可方針（案） 

 

１ 制限措置に関する事項 

（１）許可枠及び住所要件 

次表のとおり区域ごとに許可する船舶等の数の上限を設ける。漁業許可は次表に掲

げる住所を有する者（漁業協同組合に加入している者については、その漁業協同組合

の住所に読み替えるものとする。）に対してのみ行うこととする。 

区域名 
許可する船舶

等の数の上限 
住所要件 

福岡地区 ５４ 福岡市 

志賀島地区＊ なし 福岡市志賀島 

宗像地区 なし 宗像市、福津市 

北九州地区 ６ 
北九州市若松区、北九州市小倉北区、北九州市戸

畑区 

   ＊ 福岡市漁協志賀島支所の組合員については、志賀島地区（筑共第９号共同漁業
権漁場内を操業区域とする。）として許可申請をする場合、福岡地区の許可隻
数には含まれない。 

 
（２）操業区域 

   筑前海区海面 

 

（３）漁業時期 

１月１日から１２月３１日まで 

 

（４）漁業を営む者の資格 

（１）に記載の住所要件のほか、漁業を営む者の資格は次のとおりとする。 

福岡市港湾空港局の同意のある者（福岡地区に限る） 

 

２ 許可の有効期間 

  ５年又は一斉更新までの残存期間とする。ただし、漁業違反が多い場合等、必要に応

じて５年より短い期間を検討することとする。 
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３ 条件 

地  区  名 条  件 

福岡地区 

（志賀島、箱崎、 

 伊崎、姪浜） 

１ 次に掲げる海域以外においては操業してはならない。 

福岡市東区大字志賀島夫婦石崎鼻と福岡市西区今津字大原

津船崎とを結んだ直線と陸岸とによって囲まれた海域 

２ ぼら以外のものを目的として採捕してはならない。 

３ 11 月１日から 12 月 20 日の期間中、混獲されたあわびを採

捕してはならない。 

４ ４月１日から９月 30 日の期間中、混獲されたなまこを採捕

してはならない。 

志賀島地区 １ 筑共第９号共同漁業権漁場以外においては操業してはならな

い。 

２ ぼら以外のものを目的として採捕してはならない。 

３ 11 月１日から 12 月 20 日の期間中、混獲されたあわびを採

捕してはならない。 

４ ４月１日から９月 30 日の期間中、混獲されたなまこを採捕

してはならない。 

宗像地区 

（福間、津屋崎、 

 神湊、鐘崎） 

１ 筑共第１２号共同漁業権漁場以外においては操業してはなら

ない。 

２ ぼら以外のものを目的として採捕してはならない。 

３ 11 月１日から 12 月 20 日の期間中、混獲されたあわびを採

捕してはならない。 

４ ４月１日から９月 30 日の期間中、混獲されたなまこを採捕

してはならない。 

北九州地区 

（長浜、平松） 

１ 筑共第１９号共同漁業権漁場以外においては操業してはなら

ない。 

２ ぼら以外のものを目的として採捕してはならない。 

３ 11 月１日から 12 月 20 日の期間中、混獲されたあわびを採

捕してはならない。 

４ ５月１日から 10月 31 日の期間中、混獲されたなまこを採捕

してはならない。 

上記以外の地区 

（波津、玄界島、 

 芥屋、岐志新町、 

船越、加布里、深

江） 

１ 許可申請者が権利を有する共同漁業権漁場以外においては操

業してはならない。 

２ ぼら以外のものを目的として採捕してはならない。 

３ 11 月１日から 12 月 20 日の期間中、混獲されたあわびを採

捕してはならない。 

４ ４月１日から９月 30 日の期間中、混獲されたなまこを採捕

してはならない。 

  ＊ （ ）内は現在までの許可受有実績漁業協同組合名                          
ただし、許可申請者が権利を有しない共同漁業権漁場については、当該漁業権者
の同意がある場合に限り操業を認める。                                      
         

４ 申請書の添付書類等 

 （１）操業関係地区の漁業権管理委員会の同意書 

（２）福岡市港湾空港局の同意書（福岡地区に限る） 
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５ 資源管理の状況等の報告 

許可を受けた者は、毎年の漁業時期終了の翌月末日までに報告すること。 

 

附 則 

この許可方針は令和２年１２月１日から施行する。 

 

附 則（条件の追加） 

この許可方針は令和５年１１月 日から施行する。ただし、施行の日以前に許可した

ものにあっては、従前の例によることとし、各地区毎の許可の一斉更新時から適用す

るものとする。 
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資料４ 
（22期24回筑前漁調委員） 

（令和 5 年 11 月 24 日） 

 
潜水器漁業の新規着業について 

 
 
１．申請者 
  北九州市漁業協同組合長浜支所 組合員１名 
 
２．許可枠 
  潜水器漁業許可方針１（１）のうち、北九州地区（旧長浜）に定める許可

枠の範囲内での申請となっている。 
許可枠    ５隻 

    現許可数   ４隻 
    今回申請   １隻 
    合計     ５隻 
 
３．漁業を営む者の資格 
  潜水器漁業許可方針１（４）に定める内容について満たしている。 
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追加資料１ 
（22期24回筑前漁調委） 
（令和 5 年 11 月 24 日）

 
雑魚かご漁業の新規着業について 

 
 
１．申請者 
  北九州市漁業協同組合長浜支所 組合員１名 
 
２．許可枠 
  雑魚かご漁業許可方針１（１）のうち、関門地区に定める許可枠の範囲内

での申請となっている。 
    許可枠   ３０隻 
    現許可数  ２７隻 
    今回申請   １隻 
    合計    ２８隻 
 
３．新規着業者の取扱い 
  雑魚かご漁業許可方針４のとおり 
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